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議案第  号 資料 

愛西市国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

 （課税額）  （課税額） 

第２条  略 第２条  略 

２  略 ２  略 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第 

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者 

につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等 

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１６万円を超える場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、１６万円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第 

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者 

につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等 

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１４万円を超える場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、１４万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者

（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号

に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及

び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が１４万円を超える場

合においては、介護納付金課税額は、１４万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者

（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号

に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及

び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が１２万円を超える場

合においては、介護納付金課税額は、１２万円とする。 

 （既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収）  （既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収） 

第１８条 当該年度の初日の属する年の前年の１０月１日か

らその翌年の３月３１日までの間における特別徴収対象年

金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた

特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額 

第１８条 当該年度の初日の属する年の前年の１０月１日か

らその翌年の３月３１日までの間における特別徴収対象年

金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた

特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額 
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の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日から

その日の属する年の９月３０日までの間において支払われ

る場合においては、その支払に係る国民健康保険税額とし

て、地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第

２４条の３６に規定する額を、特別徴収の方法によって徴

収する。 

の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からそ

の日の属する年の９月３０日までの間において支払われる

場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、

地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）第２４

条の３７第１項に規定する額を、特別徴収の方法によって

徴収する。 

２  略 ２  略 

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号の１に掲げる国民健康保険税の納税義務 

 者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が５１万円を超える場合には、５１

万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１６万円を超える場合には１６万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が１４万円を超える場合

には、１４万円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号の１に掲げる国民健康保険税の納税義務 

 者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が５１万円を超える場合には、５１

万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１４万円を超える場合には１４万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が１２万円を超える場合

には、１２万円）の合算額とする。 

（１）  略 （１）  略 

    ア～カ  略     ア～カ  略 

 （２） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、３３万円に被保険者及び特定

同一世帯所属者１人につき２４万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。） 

 （２） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、３３万円に被保険者（当該納

税義務者を除く。）及び特定同一世帯所属者（当該

納税義務者を除く。）１人につき２４万５，０００

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者 
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 （前号に該当する者を除く。） 

    ア～カ  略     ア～カ  略 

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、３３万円に被保険者及び特定

同一世帯所属者一人につき４５万円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

（３） 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、３３万円に被保険者及び特定

同一世帯所属者一人につき３５万円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

ア～カ  略 ア～カ  略 

  


